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Ⅰ はじめに 

 

これまで「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴ」については、2014 年 10 月末の事

業協力者選定以降、「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴ協議会（座長：中村文彦横浜

国立大学理事・副学長）」を設置し、検討を進めて参りました。 

同協議会は計 4 回開催され、運行・停留施設の考え方やルート案などを取りまとめ、

「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴに関する基本計画（以下「基本計画」という。）」

として 2015 年 4 月 28 日に取りまとめました。 

今後は、2019 年度のＢＲＴ運行開始に向け、事業化に向けた取組を進めて参りま

す。このたび、基本計画の考え方を前提としたＢＲＴの運行の実現に向けて、運行事

業者を公募いたします。 

運行事業者には、2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、世界に

誇る技術・運行・サービスを実現し、大会後も発展する臨海副都心地域を支える基盤

となるＢＲＴ事業に取り組んでいただくことを期待いたします。 
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Ⅱ 運行事業者の募集及び選定 

１ 応募の資格・条件及び制限 

（１） 応募資格 

次に掲げる項目に当てはまる法人とします。グループやＪＶ（ジョイント・ベン

チャー）は不可とします。 

 

【許認可関係】 

◎道路運送法第 4 条の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受け

ていること。 

 

【経営基盤】 

 ◎ＢＲＴ事業を安定的に継続できる経営基盤を有していること。 

 

 

 

（２）応募の制限 

応募者は、次に掲げる全てに該当しない者であることとします。 

 

ア 当該法人の代表権を持つ役員が、契約を締結する能力を有しない者又は破

産者で復権を得ない者  

イ 国税、地方税その他公租公課について滞納処分を受けている者  

ウ 破産、民事再生、会社更生その他これらに準ずる手続開始の申立てを受け

た者又は申立てをした者  

エ 東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱に基づき指名停止を受け

ている期間中である者 

オ 当該法人及びその代表者、役員又は使用人その他の従業者が東京都暴力団

排除条例第２条第２号から第５号までの規定に該当する者 
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（３）応募の条件 

   応募者は、次に掲げる条件を満たす必要があります。 

 

【新たなブランドの創設】 

 ◎応募者等が有する既定の名称・ブランドではなく、新たな名称・ブランド

で運行すること。 

◎車両や停留施設、乗務員の制服、各種媒体など、ＢＲＴシステム全てに統

一されたコンセプトを導入すること。 

 

【基本計画の履行】 

◎原則として、基本計画に示されている内容を履行し、ＢＲＴの運行を実現

していくための事業計画を策定すること。 

ただし、東京都都市整備局と協議の下、需要に見合った頻度の運行を事業

者の判断で行い、停留施設の設備などお客様サービスに関する諸設備の程

度は自らの事業計画に基づき設定すること。 

◎次世代交通技術の導入等、より高いレベルのサービスを実現する体制を整

えること。 

 

【人員の確保】 

 ◎ＢＲＴの運行に必要な人員を確保できること。 

 

【労働組合との合意】 

 ◎運行開始までに、労働条件に関し、事業者と事業者の労働組合との間で合

意が得られること。 

 

【東京都への協力】 

◎運行計画・施設整備計画を含めた事業計画の策定に際して、東京都と基本

協定を締結すること。 

◎東京都都市整備局と連携し、道路管理者・交通管理者等の関係機関や地元

区と協議・調整を行うこと。 
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２ 応募・選定のスケジュール 

応募・選定のスケジュールは以下のとおりとします。 

 

７月１５日（水）  事業者募集要項等の説明会の開催 

７月３１日（金）  応募登録書の提出期限（※消印有効） 

８月２６日（水）正午 企画提案書等の提出期限 

９月 ２日（水）    企画提案書等に基づくプレゼンテーション 

・ヒアリング 

９月 中旬  運行事業者の選定 

１０月 頃   基本協定締結 
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<応募・選定の流れ> 

  

[郵送] 

[通知] 

東京都 応募者 

運行事業者の公募 

 

収受（7/31） 

受付 
[持参] 

運行事業者 

お 

基本協定締結 

説明会（7/15） 

プレゼンテーション（9/2） 

応募登録書≪様式１≫ 

① 企画提案書等提出届≪様式３≫ 

② 企画提案書 

③ 有価証券報告書及びそれに類する

書類（過去５年分） 

④ 一般旅客自動車運送事業の概要 

運行事業者選定 

（ＢＲＴ協議会） 

審査委員会 

応募締切 

（8/26 正午） 

[推薦] 

質問・回答 

質問・回答 

質問・回答 

応募の意思確認 

応募書類の提出 

辞退の場合 

応募辞退届≪様式２≫ 
[郵送] 
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３ 応募手順 

（１）事業者募集要項等の説明会の開催 

運行事業者への応募を希望する事業者に対して説明会を開催します。説明会の日

時は以下のとおりです。参加を希望される場合は、事前に下記メールアドレスまで

参加希望の御連絡をお願いします。 

◎日 時 

2015 年 7 月 15 日（水） 第１回 10：30～11：30 

〃        第２回 13：30～14：30 

〃        第３回 15：30～16：30 

（内容はいずれも同じです） 

◎場 所 

東京都庁 第二本庁舎 １０階２０３会議室 

東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 

 

◎申込方法 

 ・下記のアドレスまで電子メールで御連絡ください。 

   メールアドレス  S0000178@section.metro.tokyo.jp 

・メールの件名を【ＢＲＴ事業者公募説明会】とし、希望する時間、参加人 

数を御記入ください。 

 （参加人数は、1社当たり 5名までとさせていただきます） 

 

◎申込受付期間  

2015 年 7 月 8 日（水）から 2015 年 7 月 13 日（月）まで 

※応募資格を満たす事業者のみを対象とします。当日は名刺を御提出ください。 

 

 

 

 

 

  

mailto:S0000178@section.metro.tokyo.jp
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（２）応募参加表明の受付 

運行事業者への応募を希望される方は、応募登録書＜様式１＞に必要事項を記入

し、期間内に下記の住所へ郵送してください。 

応募登録書の提出は、応募の要件とします。なお、応募登録書を提出した企業名

等は公表しません。 

 

◎宛 先 

〒163-8001 新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 

東京都 都市整備局 都市基盤部 交通企画課 交通計画調整担当  

担当：関、齊原 

 

◎受付期間 

2015 年 7 月 16 日（木）から 2015 年 7 月 31 日（金）まで 

          ※郵送のみの受付とします。（7月 31日(金)消印有効） 

 

（３）応募の辞退 

   下記の期間については、応募の辞退を認めます。 

辞退に際しては、応募辞退届＜様式２＞に必要事項を記入し、期間内に下記の住

所へ郵送して下さい。 

 

◎宛 先 

〒163-8001 新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 

東京都 都市整備局 都市基盤部 交通企画課 交通計画調整担当 

担当：関、齊原 

 

◎受付期間  

2015 年 8 月 17 日（月）から 2015 年 8 月 25 日（火）まで 

          ※郵送のみの受付とします。（8月 25日(火)消印有効） 
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（４）企画提案書等の提出 

企画提案書は次に示す書類と併せて提出してください。提出後の運行事業者応募

の辞退は原則として認めません。なお、提出書類は、返却しません。 

 

①企画提案書等提出届＜様式３＞ 

②企画提案書 

本要項に記載している事柄をよく読み、企画提案書を作成し提出してください。 

③応募者の有価証券報告書及びそれに類する書類（過去５年分） 

④応募者の一般旅客自動車運送事業の概要 

  旅客自動車運送事業等報告規則第２条及び自動車事故報告規則第３条に基づ

く下記の資料を過去５年分提出してください。 

・事業概況報告書 

・一般旅客自動車運送事業損益明細表 

・一般旅客自動車運送事業人件費明細表 

・一般旅客自動車運送事業固定資産明細表 

・一般乗合旅客自動車運送事業輸送実績報告書 

・自動車事故報告書 

 

◎提出先 

東京都 都市整備局 都市基盤部 交通企画課 交通計画調整担当  

担当：関、齊原 

東京都庁第二本庁舎 22 階南側 電話 03-5388-3304 

新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 

 

◎受付期間  

2015 年 8 月 17 日（月）から 2015 年 8 月 26 日（水）正午まで 

           ※持参のみの受付とします。（郵送不可） 

 

◎提出部数 

 各 10 セット 
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（５）質問及び回答 

質問は電子メールでのみ受け付けます。 

なお、応募状況・審査内容に関する質問、プレゼンテーション・ヒアリング実施

後の質問については一切受け付けません。 

 

◎質問方法 

・下記のアドレスまで電子メールで御連絡ください（書式は問いません）。 

メールアドレス  S0000178@section.metro.tokyo.jp 

・メールの件名を【ＢＲＴ事業者公募に関する質問】と御記載ください。 

 

◎質問受付期間 

 ①説明会（7/15）まで 

2015 年 7 月 8 日（水）から 2015 年 7 月 10 日（金）まで 

 ②応募参加表明の受付期限（7/31）まで 

2015 年７月 16 日（木）から 2015 年 7 月 24 日（金）まで 

 ③企画提案書等の提出期限（8/26 正午）まで 

  2015 年 8 月 17 日（月）から 2015 年 8 月 21 日（金）まで 

 

（６）プレゼンテーション・ヒアリングの実施 

企画提案書を提出した応募者に対しては、指定した日時にプレゼンテーションを

行っていただきます。プレゼンテーションの詳細は応募者に別途お知らせします。 

 

（７）審査及び運行事業者の選定 

プレゼンテーション及び書類審査により、評価結果が第１位の応募者を運行事業

者の候補者とします。 

   「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴ協議会」にて、候補者を運行事業者として決

定し、東京都都市整備局と候補者とで協議の上、基本協定を締結します。 

   また、評価結果が第２位の応募者については次点とし、東京都都市整備局と第１

位の応募者とが基本協定締結に至らなかった場合に、運行事業者の候補者として選

定します。 

 

mailto:S0000178@section.metro.tokyo.jp
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（８）提出書類等の取扱い 

  ＜応募に係る事柄の秘匿＞ 

 ・今回の公募に当たって、応募者の社名、数及び提出書類の内容等については、東京

都からは公表しません（一部概要除く）。 

 ・運行事業者として選定された事業者名は東京都から公表します。 

 

 

 

 

Ⅲ 事業実施上の条件 

１ 行政と運行事業者等の役割分担 

ＢＲＴの運行に際して必要となる施設整備について、行政と運行事業者との役割分

担は、原則として次ページのとおりとします。なお、運行事業者が整備・調達する事

項については、条件によっては、巻末＜参考２＞に示す既存の補助制度の適用が可能

です。 

詳細については、事業計画策定の中で、東京都都市整備局と運行事業者とで協議を

行います。 
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表 行政と運行事業者等の役割分担 

項目 内容 行政 運行事業者 その他 

車庫・営業所 

・整備場 

車庫用地の確保 ○ ※１  

車庫・整備場・営業所の整備  ◎  

車両 
車両の調達 補助※2 ◎  

ＰＴＰＳ用車載器の整備 補助※2 ◎  

停留施設 

バスベイの設置 

（都道・区道の改良） 
◎ ※3  

歩道のかさ上げ ○ ※４  

停留施設の構造物（足場・上屋） ○ ※４  

運行に係る設備の整備（意匠・

運賃収受設備・案内情報設備） 
補助※2 ◎  

各種システムの構築※５ 補助※2 ◎  

交通 

ターミナル 

虎ノ門バスターミナル 

八重洲バスターミナル 
 ※６ 

◎ 

再開発事業者 

選手村 ※７ ※６ ※７ 

その他（晴海地区・国際展示場

駅・東京テレポート駅等） 
◎ 

※６ 

※８ 
◎ 

水素ステー

ション 

 
  

◎ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ事業者 

（凡例 ◎：整備・維持管理を行う主体 ○：整備等を行う主体） 

※１ 車庫用地については、運行事業者に有償貸与することを予定しています。 

※２ 補助は、毎年度ごとに採択案件が選定され、補助金交付が確約されているものではありません。 

※３ 維持管理については、別途協議することとします。 

※４ 歩道のかさ上げ、停留施設の構造物（足場・上屋）については、行政が整備を行い（又は行政が整

備費用を負担し）、維持管理は運行事業者が行うこととします。 

※５ 運行管理システム、センターの設置方法については、別途協議することとします。 

※６ 交通ターミナルにおいては、運行に係る設備の整備・維持管理は運行事業者が行うこととします（八

重洲バスターミナルを除く）。また、別途ターミナル乗入料や維持管理費が発生する可能性がありま

す。乗入れにあたっては、ターミナル事業者等の関係機関と別途協議が必要となります。 

※７ 選手村の交通ターミナルについては、その位置、規模、整備主体について東京都において検討中で

す。なお、運行事業者に整備費の負担を求めることはありません。 

※８ 既定の都市計画等との整合については、別途協議が必要となります。 

※  専用レーン・優先レーンの設定等、道路・交通管理面の検討は今後実施します。 
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２ バス運行事業の形態 

BRT の運行は、事業者が有する既定の名称・ブランドではなく、新たなブランド

で運行することを条件としています。 

  このため、BRT 運行事業者に選定された事業者は、BRT 運行事業会社として、所

有する組織を活用するか、新事業会社を設立するか選択していただきます。 

  また、今年度から国において補助金による支援に加えて、新たに出資による支援の

枠組みが創設され、事業者の採り得る選択肢が増えました（添付＜参考３＞参照）。 

  公募に当たっては、以下に示す運行事業組織のパターンの中から、応募者の状況に

合わせて最適な形態を選択の上、事業提案を行ってください。 

 

●BRT運行事業者が採り得る運行事業会社のパターン 

（１）所有する組織を活用するパターン 

 

 

 

 

 

 

図 所有会社活用イメージ 

《枠組み》 

・ 応募者の所有組織を活用し、BRT 運行事業を実施する。 

・ 応募者の所有組織に BRT 部門を組織することは必須ではないが、新たに運行管

理者を置く必要がある。 

 《公的支援》 

・ 既定の東京都及び国の補助の活用が可能 

 《留意事項》 

・ 東京都及び国の補助については、毎年度ごとに採択案件が選定され、補助金交

付が確約されているものではない。 

・ 東京都の補助の一部は国の補助に連動したものとなる。 

応募者所有のバス会社 

（BRT 運行管理者） 

東京都 

 
BRT運行 

既存路線バス部門 

国 

 

 

 

補助 

補助 

新ブランドとして 

既存路線運行 

既存○○バス 
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（２）新会社を設立するパターン（補助方式） 

 

 

 

 

 

 

 

図 新会社設立（補助方式）イメージ 

 

《枠組み》 

・ BRT 運行事業者は、新会社を設立し、新たに道路運送法第 4 条の規定による一

般旅客自動車運送事業の許可を受け、BRT 運行事業を実施する。 

・ 新会社設立に当たって、BRT 運行事業者は必ずしも出資者になる必要はないが、

新会社での運行権を取得する必要がある。 

・ 東京都及び国による出資は行わない。 

・ 今回の運行事業者公募の際に、出資者構成を確定する必要はない。 

 《公的支援》 

・ 既定の東京都及び国の補助の活用が可能 

 《留意事項》 

・ 東京都及び国の補助については、毎年度ごとに採択案件が選定され、補助金交

付が確約されているものではない。 

・ 東京都の補助の一部は国の補助に連動したものとなる。 

・ 新会社設立に伴うリスクは全て事業者が負う。 

 

 

 

 

  

BRT新会社 

（BRT 運行管理者） 

国 

BRT運行 

東京都 

補助 

補助 

新ブランドとして 

BRT 運行事業者

ほか 

出資 
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（３）新会社を設立するパターン（出資方式） 

 

 

 

 

 

 

図 新会社設立（出資方式）イメージ 

《枠組み》 

・ BRT 運行事業者は、新会社を設立し、新たに道路運送法第 4 条の規定による一

般旅客自動車運送事業の許可を受け、BRT 運行事業を実施する。 

・ 新会社設立に当たって、BRT 運行事業者は必ずしも出資者になる必要はないが、

新会社での運行権を取得する必要がある。 

・ 東京都は、関係する特別区と共同で、「地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律（平成 19 年法律第 59 号。以下「活性化法」という）」に基づく協議会を

構成し、同法に基づく「地域公共交通網形成計画」を策定する。 

・ ＢＲＴ運行事業者は活性化法に基づく「道路運送高度化実施計画等」を策定し、

国の認定を受ける。 

・ （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「鉄道・運輸機構」という）は、

ＢＲＴ運行事業者ほかが設立した新会社に対して出資を行う。 

・ 今回の運行事業者公募の際に、出資者構成を確定する必要はない。 

 《公的支援》 

・ 条件によっては、ＢＲＴ車両購入に関する東京都及び国の補助の活用が可能で

ある。 

 《留意事項》 

・ 鉄道・運輸機構の出資を受けるためには、同機構の審査を通過する必要がある。 

・ 東京都及び国の補助については、毎年度ごとに採択案件が選定され、補助金交

付が確約されているものではない。 

・ 東京都の補助の一部は国の補助に連動したものとなる。 

・ 新会社設立に伴うリスクは全て事業者が負う。 

BRT新会社 

（BRT 運行管理者） 

東京都・国 

BRT運行 

ＢＲＴ車両 
購入費補助 

新ブランドとして 

出資 
鉄道・運輸機構 

出資 BRT 運行事業者 

ほか 
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 注）運行権について 

  本要項における運行権を有する者とは、次のいずれかに該当する者とします。 

  ⅰ）ＢＲＴの運行管理者を選任できる者 

  ⅱ）ＢＲＴの運行管理者を選任している法人から、道路運送法第 35 条の規定によ

る「管理の委託」を受けてＢＲＴを運行する者 

 

 

 

３ 基本協定の締結 

運行事業者選定後、運行事業者と東京都とで基本協定を締結します。基本協定の内

容はおおむね以下のとおりとします。 

 

（１）基本協定に参加する当事者 

基本協定に参加する当事者は、東京都及び運行事業者とする。 

 

（２）基本協定の位置付け 

基本協定は、ＢＲＴ運行事業における当事者間の基本的合意事項（行政と運行事

業者との役割分担、運行に当たっての考え方・条件等）を定めることとします。 

   なお、行政と運行事業者の役割分担については、本要項に記載している内容を原

則とし、詳細については東京都都市整備局と協議して決定することとします。 

   基本協定締結後は、災害その他特別の事情がない限り、ＢＲＴ運行事業者として

2019 年度のＢＲＴ運行開始を目指していただきます。今年度は事業計画を東京都

都市整備局と共に策定していただきます。 

 

（３）基本協定の期間 

  基本協定は、運行事業者の決定後速やかに締結するものとします。基本協定の期

間は、基本協定締結日から 10 年間とし、内容については、運行事業者と協議の上

定めることとします。 
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Ⅳ 企画提案及び審査 

１ 企画提案で求める内容 

企画提案では、以下の事柄について、「基本計画」に示されたＢＲＴの運行を実現

するための具体的方策・計画を提案してください。 

 

（１）事業スキーム 

「Ⅲ 事業実施上の条件 ２ バス運行事業の形態」に示している事業パターン

のうち、どの会社形態を採用する予定か記載してください。 

新会社を設立する場合は以下の事柄を記載してください。 

・想定される出資者構成（未定でも構いません） 

・今回応募した事業者と新会社との関係 

（運行を確保するための方策が分かるように御記載ください） 

  例：役員・従業員の派遣の有無、運転要員等の派遣・募集の方法 など 

 

（２）概略の事業計画 

１）計画の具体性 

「基本計画」を前提として、ＢＲＴの運行を実現するための概略の事業計画につ

いて、以下に挙げた事柄ごとに具体的に記載してください。 

基本計画を上回る内容があれば、御提案していただいても結構です。 

①各ルート及び停留施設の位置 

②各ルートの運行計画 

③想定する運賃／運賃収受方法 

④停留施設・ターミナルの施設・設備の整備及び維持管理計画 

⑤営業所・整備場・車庫の整備及び維持管理計画 

⑥車両調達計画・仕様について 

⑦人員計画 

⑧提供するサービス 

⑨その他 
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２）事業の継続性 

ＢＲＴ事業を継続的に実施する観点から、以下に挙げた事柄ごとに記載してくだ

さい。 

<収支関係> 

①需要想定 

②選定した事業スキームと収支計画（中期・長期） 

→中期（事業開始から 10 年間）、長期（中期の後さらに 10 年間） 

③資金調達の方法 

 

<人員関係> 

①事業管理運営体制 

②運転要員等確保の方法 

③従業員の教育方法 

 

３）運行の安全性 

   ＢＲＴ運行の安全確保について、以下に挙げた事柄を記載してください。 

①過去５年間の重大事故発生件数（第一当事者事故・それ以外） 

②過去の事故事例とそれを繰り返さないための対応 

③他社の事故を基にした対応 

④事故・緊急時の体制と運用実績 

⑤同一事例における事故発生後の対応 

 

４）新技術導入の取組 

   東京のＢＲＴにふさわしいと考える新技術の導入について、以下に挙げた事柄を

記載してください。 

①導入予定の新技術の目的と効果 

②導入のスケジュールと体制 

③導入に当たっての課題 
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２ 審査委員会 

審査に当たっては、学識経験者等の外部有識者から構成される審査委員会を設置し

ます。審査委員会の構成は以下のとおりです。 

 

・ 岡村 敏之  東洋大学教授 

・ 大森 宣暁  宇都宮大学大学院教授 

・ 大沢 昌玄  日本大学准教授 

・ 前田 博   弁護士 

・ 大野木 孝之 公認会計士・税理士 

・ 朝香 博   東京商工会議所 地域振興部長 

  

オブザーバー  

・三宅 亮    国土交通省関東運輸局交通政策部交通企画課長 

・濱﨑 真也   国土交通省関東運輸局自動車交通部旅客第一課長 
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３ 主な審査項目 

＜審査の視点＞ 

審査の視点は以下のとおりです。審査の視点に基づく主な審査項目は次ページの

とおりです。その他、審査委員会が必要と認めた項目で評価します。 

 

【審査の視点】 

視点① 行政目的の達成（計画の具体性・事業の継続性・運行の安全性）  

視点② より高いサービスを実現しようとする意欲・体制 

視点③ 経営基盤（事業者の安定性） 
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表 審査の視点と主な審査項目 

視点 項目 内容 審査項目の例 

視点① 

行政目的

の達成 

計画の 

具体性 

「基本計画」と

整合している

か 

〇運行計画の具体性 

〇施設・設備計画の具体性 

〇車両調達等に関する具体性 

〇その他各種計画に関すること  等 

事業の 

継続性 

事業継続性が

担保されるか 

<収支関係> 

〇需要想定の妥当性 

〇選定した事業スキームと収支計画 

（中期・長期）の妥当性 

〇資金調達の確実性 等 

<人員関係> 

〇事業管理運営体制 

〇運転要員等確保の方法 

〇従業員の教育方法 等 

運行の 

安全性 

安全性が担保

されるか 

（事故の教訓

をいかしてい

るか） 

〇自社の責に帰する重大事故発生件数 

／保有車両数 

〇過去５年間の事故とその後の対応状況 

〇事故や緊急時の体制と運用実績 

〇同一事例における事故発生後の対応 等 

視点② 

より高いサービスを実現しよう 

とする意欲・体制 

〇新技術等の導入について具体的な提案内容 

〇提供するサービスの質と実施体制 等 

視点③ 

経営基盤 

事業者の 

安定性 

ふさわしい経

営基盤を有し

ているか 

〇過去５年間の経営状況 

〇会計監査の有無  

（新会社設立の場合） 

〇新会社のもくろみの妥当性 等 



 

 

 

 

＜様式１＞ 

平成 27年 月 日 

 

応募登録書 

 

東京都 

都市整備局長 安井 順一 様 

 

 

当社は、「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴ」における運行事業者に応募参加するこ

とを希望します。 

 

企業名 商号又は名称： 

 

 

所 在 地： 

 

 

代表者役職名： 

 

 

氏 名： 

                          印   

担当者 所 属： 

 

 

役 職 名： 

 

 

氏 名： 

 

 

電話番号： 

 

 

メールアドレス： 

 

 

注意事項：募集要項に記載されている宛先に郵送してください。郵送受付のみとします。 

  



 

 

 

＜様式２＞ 

平成 27年 月 日 

 

応募辞退届 

 

東京都 

都市整備局長 安井 順一 様 

 

 

当社は、「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴ」における運行事業者の応募を辞退いた

します。 

 

 

企業名 商号又は名称： 

 

 

所 在 地： 

 

 

代表者役職名： 

 

 

氏 名： 

                          印   

担当者 所 属： 

 

 

役 職 名： 

 

 

氏 名： 

 

 

電話番号： 

 

 

メールアドレス： 

 

 

注意事項：募集要項に記載されている宛先に郵送してください。郵送受付のみとします。 

 

  



 

 

 

＜様式３＞ 

平成 27年 月 日 

 

企画提案書等提出届 

 

東京都 

都市整備局長 安井 順一 様 

 

                      住所  

                      名称  

 

 

 

当社は、「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴ」における運行事業者の募集に応募しま

す。応募に際して、「①本届」、「②企画提案書」、「③有価証券報告書及びそれに類する

書類」及び「④一般旅客自動車運送事業の概要」を提出いたします。 

 

 

企業等の事務担当責任者 

所 属  

 

 

［役職名］ 

氏 名 

 

 

 

連絡先 住 所： 

 

 

 

電話番号： 

 

 

 

FAX番号： 

 

 

 

メールアドレス： 

 

 

注意事項：募集要項に記載されている提出先まで持参してください。持参受付のみとし

ます。 

  



 

 

 

 

＜参考１＞「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴに関する基本計画」について 

１ これまでの経緯 

 2014 年 08 月 「都心と臨海副都心とを結ぶ公共交通に関する基本方針」を公表 

 2014 年 10 月  事業協力者を選定 

 2014 年 11 月 ＢＲＴ協議会※の設置 

 2015 年  4 月 「基本計画」を公表 

 

※協議会について 

名 称 ：都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴ協議会 

構成員 ：中村文彦横浜国立大学理事・副学長、大沢昌玄日本大学准教授、 

国土交通省、森ビル(株)、ＵＲ都市機構、千代田区、港区、江東区、 

警視庁、環境局、中央卸売市場、オリンピック・パラリンピック準備局、 

建設局、港湾局、都市整備局、事務局（中央区、事業協力者（京成バス・ 

交通局）、都市整備局都市基盤部） 

 

 

２ 「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴに関する基本計画」について 

運行事業者には、基本計画の考え方を前提として、ＢＲＴを運行していただきます。

基本計画に記されている主な内容は以下のとおりです。 

 

【運行計画】 

〇運行計画については、基本計画に示された都心と臨海副都心間の往復ルートを

基本として、各地域ごとの異なる交通需要に対応した運行を検討していく。 

〇車両・施設、交通管理、運賃収受方式、啓発活動など複合的な対策を講じ、速

達性・定時性の確保を図っていく。 

 

【停留施設について】 

〇主要な停留施設には可能な限り建屋整備を行う等、快適性の向上、バリアフリ

ーの実現を図っていく。 

〇停留施設の位置については、基本計画に示した位置を基本に、道路管理者・交



 

 

 

通管理者と協議の上、検討を進める。 

 

【車両】 

〇国が進める技術開発（内閣府ＳＩＰ）と連携し、安全・快適性の確保、正確な

運行を目指す。 

〇単車型については、燃料電池バスを全数導入する。 

 

【トータルデザイン】 

〇車両や駅施設など、全てに統一したコンセプトを導入することを検討する。 

 

 

３ 運行開始までの概略スケジュール 

2015 年度内        事業計画の策定 

2016 年度～2018 年度 既存路線バスの拡充/実証実験 

（単車型燃料電池バス導入を含む） 

2019 年度内   ＢＲＴ運行開始 

（連節バス及び単車型燃料電池バスによる運行） 

2020 年度以降   ＢＲＴ本格運行（連節型燃料電池バスの導入） 

 

 

 



国 都

バス・タクシー車両の移動等円滑化に要する経費
ノンステップバス、リフト付バス、福祉タクシーの導入・改造に要

する経費のうち車両本体及び車機器類の価格、改造費

バスターミナル、タクシー乗り場の移動等円滑化に要する経費

段差の解消、誘導用ブロックの整備、障害者対応型便所の設置等に要する

経費のうち本工事費（資産の購入を含む）、附帯工事費、補償費及び事

務費（補助対象事業に直接要する経費に限る）

ＢＲＴシステムの整備に関する経費
連節車両の導入、停留施設整備、公共車両優先システムＰ

ＴＰＳ車載器整備、ＩＣカードシステム導入等に要する経費

バス走行環境改善システム整備事業
道路交通渋滞が激しい路線

を有するバス事業者
― １/５

だれにも乗り降りしやすいバス整備事業 民営バス事業者 ―
１/４

（一台当たり補助限度額700千円）

環境対応車（優良ハイブリッドバス）の新規導入
車両本体価格（新車の改造により環境対応車を導入する場

合にあっては、環境対応車への改造に要する経費を含む）
１/４　※６

国負担分を除いた額の１/２

(一台当たり補助限度額2,500千円）

使用過程車のＣＮＧバスへの改造 ＣＮＧ自動車への改造に要する経費 １/３　※６ ―

低公害車普及促進対策費補助金

（地域交通グリーン化事業）

一般乗合旅客自動車運送

事業者等
１/２ ―

燃料電池バス導入促進※７ 事業者 ― 上限額　３，０００万円

※１　ただし、ノンステップバス、リフト付バスについては1/4又は当該補助対象経費と通常車両価格との差額に1/2を乗じて得た額のいずれか少ない方

※７ 平成27年１月東京都環境局都市エネルギー部（現：地球環境エネルギー部）資料より

ＢＲＴに関する主な補助制度（運行事業者向けに限る）

補助金名称 対象者
補助率

補助対象

車両本体価格（電気自動車バス等への改造に要する経費を含む。）、電気自動車バス等への改造に要する経費、電気自

動車用充電設備（（１）急速充電設備及び普通充電設備の導入費用（２）非接触式充電設備の導入費用）

地域公共交通確保維持改善事業

　地域公共交通バリア解消促進等事業

　　（バリアフリー化設備等整備事業）

１/３　※１ ―

バリア解消に資する待合・乗継環境の向上、情報提供に要する経費（待合室、情報提供案内板、ホームページ作成等）

低公害車普及促進対策費補助金

（環境対応車導入事業）

東京都民営バス事業者に係る低公害車・

低燃費車導入促進補助

１/３111111111

 ２/５　※２22222

１/２　※３、※４バスＩＣカードシステム、バスロケーションシステム、デマンドシステム導入、その他ＩＴシステム等の高度化に要する経費（シス

テム開発費、設備整備費等）※５

―

地域公共交通確保維持改善事業

　地域公共交通バリア解消促進等事業

　　（利用環境改善促進事業）

一般乗合旅客自動車運送

事業者（路線定期運行を

行うものに限る）等

ノンステップバス・リフト付バス購入経費と通常車両価格（ワンステップバス）との差額

バスロケーションシステム

一般乗合旅客自動車運送

事業者等

燃料電池バス

※５　※２、※３、※４の補助率については、それぞれＢＲＴシステムの整備と一体的に実施する場合に限って適用するものとする。

※６　環境対応車の新規導入にあっては、経年車の廃車を伴う新車導入については、当該補助対象経費と通常車両価格との差額に１／２を乗じて得た額が、当該補助に補助率を乗じて得た額よりも少ない場合には、当該差額に１／２を乗じて得た額 以内とし、

        新車のみの導入については、当該補助対象経費と通常車両価格との差額に１/３を乗じて得た額が、当該補助対象経費に補助率を乗じて得た額よりも少ない場合には、当該差額に１／３を乗じて得た額以内とする。

※２　地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号。以下「活性化法」という）に掲げる地域公共交通網形成計画（以下「形成計画」という）及び地域公共交通再編実施計画（以下「再編計画」という）に基づいて実施される

        事業は補助率2/5

※３　形成計画及び再編計画並びに立地適正化計画（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項に掲げる計画をいう）及び都市・地域総合交通戦略（都市・地域総合交通戦略要綱（平成２１年３月１６日）に基づき策定

        されたものであって、同要綱の定めるところにより大臣の認定を受けたものに限る）の双方に基づいて実施される事業は補助率1/2

※４　形成計画及び再編計画並びに軌道運送高度化実施計画（活性化法第８条第１項に掲げる計画であって、同法第９条第３項の規定により大臣の認定を受けたものに限る）又は道路運送高度化実施計画（活性化法第１３条第１項に掲げる計画で

        あって、同法第１４条第３項の規定により大臣の認定を受けたものに限る）に基づいて実施される事業は補助率1/2

＜参考２＞ 



  

＜参考３＞ 

出典：国土交通省 



 

＜参考４＞ 

出典：国土交通省 


